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第１５回大野郡５町２村合併協議会議事録 
開催日時 平成１６年５月１３日（木）午後 1 時３０分 ～ 午後１６時２５分 

開催場所 緒方町中央公民館 ホール  

出 席 者 別紙 
経過報告 

議   事 
（経過報告） 

 
協議事項 
 

＜継続協議＞ 
協議第 49 号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 「協定項目第７号」 

 協議第 60 号 広報公聴事業の取扱い（その 2）について    「協定項目第 28-2 号」 
 協議第 61 号 病院・診療所の取扱いについて         「協定項目第 35 号」 
  
＜新規協議＞ 
 協議第 67 号 建設事業の取扱い（その 3）について      「協定項目第 44-3 号」 
 
＜提案・協議＞ 
協議第 68 号 議員の定数及び任期の取扱い（その 2）について 「協定項目第 6-2 号」 

          
＜提案＞ 
協議第 69 号 新市建設計画（案）について        「協定項目第 11 号」 

 
その他 
 今後のスケジュールについて 
 
 

議  長 大野郡５町２村合併協議会 会長 芦 刈 幸 雄 

    

    

       

 
 
 
 
 
 
 



 

      

 
会 議 次 第 

 
 
１．開会あいさつ 
２．会長あいさつ 
３．開催地町長あいさつ 
４．経過報告 
５．議事録署名人の指名について 
       （            ）（            ） 
６．議事 

   
  協 議 
  ＜継続協議＞ 

協議第 49 号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 「協定項目第７号」 
    協議第 60 号 広報公聴事業の取扱い（その 2）について    「協定項目第 28-2 号」 
    協議第 61 号 病院・診療所の取扱いについて         「協定項目第 35 号」 
  

＜新規協議＞ 
 協議第 67 号 建設事業の取扱い（その 3）について      「協定項目第 44-3 号」 

 
＜提案・協議＞ 
協議第 68 号 議員の定数及び任期の取扱い（その 2）について 「協定項目第 6-2 号」 

          
＜提案＞ 
協議第 69 号 新市建設計画（案）について        「協定項目第 11 号」 

   
その他 

   今後のスケジュールについて 
 
７．閉会あいさつ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

第 15 回大野郡５町２村合併協議会出席者名簿（平成１6 年 5 月 13 日開催） 
 
町村名 職   名 氏  名 備   考 

三重町長 芦 刈 幸 雄  会長 

三重町議会議長 生 野 照 雄   三重町 

三重町新市まちづくり委員会委員長 小 野 幸 義   

清川村長 森   健 一  監事 

清川村議会議長 江 藤 秀 明   清川村 

清川村新市まちづくり委員長 衛 藤 康 晴   

緒方町長 山 中   博  副会長 

緒方町議会議長 伊 藤 憲 義   緒方町 

緒方町新市まちづくり委員会委員長 大 塚 尊 俊   

朝地町長 羽田野 昭太郎   

朝地町議会議長 浅 野 益 美   朝地町 

朝地町新市まちづくり委員会委員長 森   憲 一   

大野町長 佐 伯 和 光   

大野町議会議長 清 田 満 作  監事 大野町 

大野町新市まちづくり委員会委員長 大 野 晃 達   

千歳村長 阿 南   宏   

千歳村議会議長 高 野 健 治  副会長 千歳村 

千歳村新市まちづくり委員会委員長 宮 成 三 生   

犬飼町長 山 村 昭 三   

犬飼町議会議長 若 松 成 次   犬飼町 

犬飼町新市まちづくり委員会委員長 佐 藤 忠 憲   

大分県 大野地方振興局長 林   満 男   

  局長 赤 嶺 信 武   

  倉 原 浩 志   

  田 北 厚 生 総 務 班 

  江 藤 喜 啓 企画部会 

  

次長 

和 田 裕 之 産業部会 

  佐 保 正 幸 

  後 藤 将 彰 
総務部会 

事務局 清 水 康 士 企画部会 

 隈田原 勇 次 

 池 永 善 博 
建設部会 

 内 田 健 児 

  関 谷 隆 一 
民生部会 

 衛  藤  恒  範 産業部会 

 

局員 

首 藤 英 治 総 務 班 
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赤嶺事務局長 

 司会進行を致します事務局長の赤嶺と申します。よろしくお願いを致します。それでは、

ただ今より第 15 回大野郡５町２村合併協議会を開会させていただきます。開会にあたりま

して協議会規約第 10 条第１項により本日の会議は成立していることを報告します。早速、

会議次第に入らせていただきたいと思います。まず開会あいさつを副会長であります千歳

村の高野健治議長によろしくお願いを致します。 

 

高野健治議長 

 皆さん、こんにちは。終了前に何かとお忙しいところ、こうしてお集まりいただきまし

て誠にありがとうございます。ただ今より 15 回目の大野郡５町２村合併協議会を開催致し

ます。 

 

赤嶺事務局長 

 ありがとうございました。続きまして、会長あいさつを芦刈会長よろしくお願いいたし

ます。 

 

芦刈会長 

 皆さん、こんにちは。本日は第 15 回の大野郡５町２村合併協議会の開催を致しましたと

ころ、委員の皆様方には雨の中、また大変ご多忙な中をご出席いただきまして誠にありが

とうございます。４月 22 日に開催をされました第 14 回の協議会で 71 案件のうち 61 案件

のご決定をいただいております。本日は継続協議となっております３案件、新規に協議を

いただきます案件１件、それから提案協議をいただきます案件１件ということでご協議を

いただきますが、どうぞよろしくお願いを申し上げまして開会にあたりましてのごあいさ

つとさせていただきます。どうぞよろしくお願いを致します。 

 

赤嶺事務局長 

 続きまして、地元町長であります山中緒方町長のごあいさつをお願いいたします。 

 

山中緒方町長 

 ひとことごあいさつを申し上げます。先般この場所で協議会が開催をされまして大野郡

を一巡したのかなと改めて感じるわけで先般のことのようにありますが、再度またこの地

においでいただきまして大変恐縮を致しております。もう大詰めを迎えております。より

良い協議を行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げましてごあい

さつにかえたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

赤嶺事務局長 

 ありがとうございました。本日のこの会場は緒方町職員の方々のご協力を頂きまして準

備することができました。事務局からもお礼を申し上げたいと思います。大変ありがとう

ございました。それでは引き続きまして事務局より経過報告を致します。 

 資料１の１ページをご覧いただきたいと思います。４月 22 日第 14 回協議会を行ってお
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ります。報告としまして２件、協議としまして 11 案件のうち３案件継続となりました。本

日の協議となっております。８案件確認が済んでおります。提案案件が１件であります。 

 続きまして４月 28 日第４回新市名候補選定小委員会を行っております。募集の最終結果

報告を致したところであります。２ページでありますが５月７日金曜日第 15 回の幹事会を

行っております。協議第 69 号の協議そして情報システム統合について協議をしていただい

ております。５月 10 日に第 23 回の町村長連絡会を行っております。本日第 15 回の協議会

というふうになっております。以上で経過の報告を終わります。 

 次第の５以降につきましては、協議会規約第 10 条第２項により会長が議長を務めること

となっておりますので、会長よろしくお願いいたします。 

 

芦刈会長 

 はい、５番目の議事録署名人以降につきましては協議の進行をさせていただきますので、

協議の進行にご協力を賜りますようどうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは５番目の議事録署名人の指名についてでございますが、犬飼町の山村町長さん

と清川村新市まちづくり委員会の衛藤委員長さんにお願いをしたいと思いますが、お二人

の方どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは続きまして議事に入らせていただきますが、協議でございますが継続協議と

なっております協議第 49 号農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについてを議題とさ

せていただきます。去る４月 22 日の協議会におきまして、犬飼町からはこの協議項目の中

にあります３について修正を求める意見が出ておりますし、三重町からは具体的な資料を

お願いして今回は継続協議としたいという申し出がありまして継続協議となっているとこ

ろであります。従いましてちょっと委員の皆さんに確認をお願いしたいと思いますが、こ

の協議第 49 号農業委員会委員の定数及び任期の取扱いついての１.新市において大野郡５

町２村を区域とした農業委員会を１つ設置する。このことについては先般の協議会でもご

異議がなかったようでございますので、このことを確認いただきたいと思いますが、よろ

しゅうございますか。 

 

委員 

 なし。 

 

芦刈会長 

 ありがとうございました。続きまして２の農業委員会の公選による委員の定数について

は 30 名とする。このことにつきましても確認をしたいと思いますが、このことでよろしゅ

うございますか。 

 

委員 

 なし。 

 

芦刈会長 

 はい、決定をさせていただきます。ありがとうございました。それでは先ほど申し上げ
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ましたが３について犬飼町から修正を求める意見、それから三重町からは具体的な資料を

お願いし、今回につきましては継続協議とお願いしたいということが出ておりまして、結

論として継続協議となっておりますが、これまでの協議展開について両町からまずご報告

をいただきたいというふうに思っておりますが、失礼しました。資料④をお配りしており

ますが、そのことについて事務局のほうから説明を申し上げます。 

 

事務局（産業部会 和田） 

 産業部会担当の和田です。よろしくお願いします。本日お手元に資料④ということで農

業委員会の委員の公選による委員の資料をお渡ししております。この件につきましては先

の協議会におきまして、三重町の方から面積と農家戸数の加味したものの資料を出してく

れということでありますので本日提案をさせていただきます。資料をご覧ください。両方

加味したもので算出した資料を出せということでありましたので、こちらの方で定数 30

名のうちの半分を農地面積割り、半分を農家戸数割りということで算出したものが⑦一番

下にあります右下の表となっております。⑥につきましては端数処理の関係上 15 人が 14

人になっておりますが、双方足して計算を致しますとそれぞれ 15 人ずつということになり

ます。 

 結論から申しますと先にお渡ししてあります資料④農家戸数割りと同様の結果というふ

うな結論としてなっております。それとプラスもう１点先般の協議会におきまして均等割

りを採用した理由ということでありまして、その部分については議題の左下の枠内に記載

しておりますが、均等割りとしたのが 10 人から 20 人の定数で各町村選挙による委員が決

まっていますけども、計算例によりまして一番少なくなる例が 10 人から２人と、現行の５

分の１の人数になるということで一番少ない減少率の町村が２分の１と。この格差を埋め

るために最低でも各町村の定員が３名以上になるように計算して均等割りの要素を取り入

れたものが①と②ということになります。前回の資料の③④、今回資料⑦については均等

割りを設けない場合の算出例ということであります。先ほど申し上げましたが、⑦につき

ましては前回要望があったものを提出したということであります。以上、簡単ですが説明

とさせていただきます。 

 

芦刈会長 

 はい、ただ今事務局の方から資料④につきまして説明を申し上げましたが、この資料に

ついてご質問がありましたらお受けをしたいと思いますが、よございますか。はい、それ

では協議をいただいておりますと思いますが、犬飼町それから三重町からそれぞれ協議の

結果のご意見をいただきたいというふうに思っております。まず犬飼町から。 

 

佐藤委員（犬飼町新市まちづくり委員長） 

 犬飼町のまちづくり委員長の佐藤でございます。前回協議会で本町は修正意見を出して

いるところでございます。そのことに関しまして論議がなされないまま継続審議となって

おりますので、再度申し上げたいと思います。農業委員は地域の農家、農地の実態を把握

することが重要であることから選挙区制を最初の選挙に限らず、継続して選挙区制を設け

ていただきたい。そこでこの項目の３の調整案でありますが、最初の選挙区に限りという
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のを削除いたしまして、ただし書きの後ろに最初の選挙に限りを挿入していただきたい。

従って農業委員会の委員の選出方法につきましては選挙区制を導入する。ただし、最初の

選挙に限り選挙区の定数については定数 30 名のうち 14 名を均等割りとし、各町村に２名

割り当て残りの 16 名を農地面積割りにより算出された者との合計とするに修正していた

だきたいと。なお、２回目の選挙からは農地面積等流動的であるので、その時期に農業委

員会法等に照らし合わせまして新たな選挙区の設定をしていただきたいという考えであり

ます。１と２の項目につきましては原案通りで賛成でございます。 

 

芦刈会長 

 はい、ありがとうございました。続きまして三重町からお願いします。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 三重町と致しましては前回の通り１、２に対しましては原案通りでありますが、３番目

の農業委員の選出方法については選挙区制を導入する。そこにただし、選挙区の定数につ

いては、定数 30 人のうち 15 名を農地面積割に、残り 15 名を農家戸数割でそれぞれ算出し

合計したものとするというような形で修正をいただきたいと思っております。資料等も頂

きましたけども均等割を導入する具体的な根拠がないこと、合わせまして均等割の２名そ

の人数の根拠も具体的なものでないこと、選挙区制を継続するのは農業委員では、やはり

先ほども犬飼の方が言いましたように、地域性を生かした活動が重要であるというような

理由でございます。以上のように修正をお願いいたします。 

 

芦刈会長 

 はい、犬飼町それから三重町からそれぞれ修正の意見が出ましたが、その他ご意見はご

ざいませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

宮成（千歳村新市まちづくり委員長） 

 千歳村のまちづくりの宮成ですが、千歳でもこれを持ち帰りまして協議をしたのですが、

先ほど犬飼さんが言われたように地域農業の振興を図る意味合いもありまして、どうして

も地域に定数の配分はしてほしいということで、３の修正案で合併後最初の選挙に限りを

省いてあとはそのままでやっていただきたいという意見であります。 

 

芦刈会長 

 はい、その他ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

森委員（朝地町村新市まちづくり委員長） 

 朝地町の森でございます。原案に賛成ではございますが、まちづくり委員の中から意見

が出ておりますのでそれを尊重していただきたいと思います。今、千歳のまちづくり委員

長さんや犬飼町さんもおっしゃられましたが、農業委員はその地域の実情に詳しい者でな

ければならないということから、委員を選挙区制により選出する方法は、最初の選挙に限

らず引き続き導入をしてほしいという意見が出されておりましたので、朝地のまちづくり
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委員の意見として出させていただきます。以上です。 

 

芦刈会長 

 はい、その他ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

清田委員（大野町議会議長） 

 大野町ですけれども、先ほどから出ておりますように犬飼の修正案に賛成を致します。 

 

芦刈会長 

 はい、大野町さんからは犬飼の修正案に賛成という意見が出ておりますが、三重町の案

としては資料④の⑦の意見でございます。三重町は、選挙区はずっと設けるということで

すね。３番の農業委員会委員の選出方法については、合併後選挙区制を導入するというこ

とで、このことについては各委員さんの意見を聞きたいと思いますが、確認ですがよろしゅ

うございますか。 

 

委員 

 なし。 

 

芦刈会長 

 三重町いいですね。清川さん確認をしたいのですが。 

 

森委員（清川村長） 

 異議なし。 

 

芦刈会長 

 よございますか。３の農業委員会委員の選出方法については、合併後選挙区制を導入す

る。ここまでは確認をさせていただきました。はい、三重町から出ております⑦の農地面

積割りと農家戸数割にするという案についての意見としてはどうでしょうか。⑦の左側の

農地面積割りそれから右側の農家戸数割りを同数として 30 名とするという考え方でござ

いますが。この⑦でいきますと３番にあります。ただしの後段ですが 14 名を均等割りとす

るということを除いております。従いまして均等割りを入れるか入れないかというところ

だと思いますが。 

 

山村委員（犬飼町長） 

 均等割りを廃止して農地割りと戸数割りで決めてくださいと。 

 

芦刈会長 

 均等割りを廃止して、農地面積割りと農家戸数割りではいかがでしょうかという案でご

ざいますが。今、三重町からの提案についての意見を伺いたいと思いますが、清川村さん

いかがでしょうか。 
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森委員（清川村長） 

 意見調べをうちはしてないので、当初の時に選挙区制にしてほしいという意見はありま

した。これは前回の時にも申し上げておりますが、その中で農家戸数割にするか、農家面

積割にするのかという議論はしておりません。 

 

芦刈会長 

 はい、緒方町さんいかがでしょうか。 

 

伊藤委員（緒方町議会議長） 

 選挙区を設けてやるということにも異議ありませんけれども、ただ定数平等割りをもっ

てくるとその時の数がどのように変わるのかなと。今、私は資料がありませんけれども７

でいった場合は人数的に変わってきますよね。 

 

芦刈会長 

 はい、事務局の方から補足の説明をさせていただきます。 

 

事務局（産業部会 和田） 

 要するに均等割りを設けた場合とどのように違うかというふうなご質問だと思いますけ

れども、⑦の均等割りを設けた場合の差ということでありますが、均等割りを設けない場

合は三重町が１人増える、清川村が１人減る、緒方町が１人増える、千歳村が１人減ると

いうことで、現在２名になっているところの町村が均等割りを設けた場合は、最低３名と

いう計算になっておりますので、その２村が２名となると三重町と緒方町がそれぞれ１名

ずつ増加になるというふうな計算になります。 

 

伊藤委員（緒方町議会議長） 

 はい、分かりました。私どもの町としては農家戸数が結構多いわけでありまして、農地

面積も結構多いという形で、１人でも多くという意見もありましたけども、ある程度平等

でなければならないという形で、私はこの原案に賛成を致します。 

 

芦刈会長 

 はい、元の案でございますね。今、三重町からの案、修正案どちらでしょうか。 

 

伊藤委員（緒方町議会議長） 

 原案。 

 

芦刈会長 

 原案ですね。分かりました。はい、朝地町さん。 

 

森委員（朝地町まちづくり委員長） 

 朝地町は先ほど申し上げましたように原案で賛成でございます。 



 

7 

芦刈会長 

 大野町さんからは先ほど意見を頂きましたが、お願いします。 

 

佐伯委員（大野町長） 

 先ほど意見は議長の方から報告いただきましたのと同じですけれども、この原案の定数

配分の仕方等につきましては農業委員会の会長さん等も会合で検討された中で、やはり今

10 名のところが２名になるというように５分の１になったり、あるいは３分の１になった

り、これではいかんということで平等割２名あててはどうかというふうな結論で、論議の

中で出た結論でございますので、私は論議の過程を尊重していくべきではなかろうかとい

うふうに考えております。そういう意味で議長の報告した通りでございます。 

 

芦刈会長 

 はい、千歳村さん。 

 

阿南委員（千歳村長） 

 原案に賛成であります。 

 

芦刈会長 

 はい、三重町さんは。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 やはり面積の多いところに多くの委員を配分すること、農業委員を選ぶ選挙については

農家戸数によって選出するのですから、農家戸数、面積割りでするのが妥当ではないかと

思っております。 

 

芦刈会長 

 はい、清川村さんは協議をしていないということもございます。 

 

森委員（清川村長） 

 協議をしていないのではなくて原案に賛成ということを言っております。修正案につい

ては原案に賛成ですから、うちは協議しておりませんということであります。お間違えの

ないように。 

 

芦刈会長 

 ちょっとここで休憩をとらせていただきます。２時 10 分までお願いします。 

 

(休憩) 

 

 それでは協議を再開したいと思います。休憩中に三重町では協議がされたと思っており

ますがよろしくお願いします。 
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生野委員（三重町議会議長） 

 資料の３ページにありますようにですね、農業委員会法の中で農業委員会の方も基礎と

して定数を出しているものと思っております。区分の①にありますように世帯数及びその

面積上の農地についてと書いてありますが、この文で 30 名、そしてその下の３番目にある

農地面積 5,000 ヘクタールを超え、かつ基準農家が 6,000 を超える農業委員会というよう

なそのようなものを加味して15名15名で30名と出したのではなかろうかと私どもはみて

おります。ですからこの均等割りの各町村に２名配分するというのはおかしいのではない

かなと理解に苦しむところでございます。 

 

芦刈会長 

 三重町からはそういう意見でございますが、他の町村の委員さん、何かそのことについ

てご意見がございましたら。はい、特段ないようでございます。はい、どうぞ。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 均等割りというものについての根拠というか、三重町としてはどうしても均等割りにつ

いてのはっきりした根拠がない以上、理解はできないということでございます。理解でき

ないということで⑦の農業委員定数について農地面積割り、農家戸数割りで 15 名 15 名の

30 名を三重町は定数としていただきたいということでございます。 

 

芦刈会長 

 そういう理由から⑦でお願いをしたいということでございますが、いかがでしょうか。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 意見がないようでございますので、三重町と致しましても今回また継続協議をお願いし

たいと思いますが、どうでしょうか。 

 

芦刈会長 

 はい、三重町からはもう一度持ち帰りたいということでございまして、継続協議をお願

いしたいという意見でございますが、はい、どうぞ。 

 

佐伯委員（大野町長） 

 先ほど申しましたように人数の配分については、最初の選挙に限りということで犬飼町

さんから修正がありましたけども、やはりこれまで 10 名の委員さんが２名になるというふ

うな町村もいくつかあります。その中で苦悩されながら農業委員会の皆さん方が頑張って

おられるのですが、そういうふうな会長さんの会合の中で急激に今までの 10 名が２名にな

るということではいかんではないかということで最初に限りというようなことで、配分に

ついてはこういうふうに激変するということを緩和すべきだというふうな判断の基に協議

をされて出された結論というふうに私は受け取っていますし、これは尊重をしていかなく

てはならないのではないかというふうに思っております。そういうことでございますので、

これを持ち帰るということにしますと、農業委員会の方にもう一度これでいいのかという
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ことを聞かなくてはいけなくなるだろうと思います。ぜひですね、今書かれております原

案でやっていただきたいというふうに思っております。 

 

芦刈会長 

 はい、大野町さんからはそういう意見でございます。三重町からはもう一度持ち帰りた

いということで継続協議をお願いしたいということでございますが、はい。 

 

阿南委員（千歳村長） 

 大野町の意見に賛成です。 

 

芦刈会長 

 はい、最初 22 日に１回継続協議となっておりますが、今回、継続協議で２回目でござい

ますが、いかがでしょうか。三重町としては一度持ち帰って協議をしたいということでご

ざいますが、はい、どうぞ。 

 

羽田野委員（朝地町長） 

 朝地町の羽田野ですが、まず今のこの状況の中では５町２村の中では三重町さんだけが

面積割りと戸数割りということで、他の町村は今の原案で良いということであるわけです

ね。これを継続協議として持ち帰った時に、他の町村は変わる要素があるかどうかという

ことだろうと私は思うのですが、三重町さんが継続協議と判断されたというのはそこら辺

のことを含めて検討されるのかどうか、あるいはこのまま変わらないのかどうか。そこら

辺がポイントになるのではないかという気が致します。 

それと同時に均等割りを採用したほうが良いということで資料④で出ておりますが、そ

の中で定員が最低３名以上になり得るように計算をしたというようなことでありますし、

私は議員定数の時も話を通させていただきましたが、３名というのはこれから新しく１つ

のまちづくりの中で基本になってくるのではないかという気も致しております。２名とい

うよりも３名ということの中でお互い総合判断をしながら１つの判断を下すというのが３

名というのが妥当な数字ではないかというふうに思いますし、そういう意味では均等割り

の２名というのをこの中に加えたのだろうというふうに思います。従って大野町長さんが

言われましたように、やはりこの問題というのは農業委員会長会でも十分議論して上がっ

てきた経過であろうと思います。 

 また、このうち三重町の委員さんから農業委員会長会では多数決で決められたというこ

とでありますが、それはそれとして私は農業委員会の会長さんが出した１つの結論という

のは、重く受け止めなければならないのではないかなというふうに思っております。先ほ

ど大野町長さんが言われましたようにこの原案ということの中である程度話をまとめてい

くのが良いのではなかろうかというふうに思っております。以上です。 

 

芦刈会長 

 はい、意見がございますか。はい。 
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生野委員（三重町議会議長） 

 先ほど三重町が主張しておりますように均等割りについて三重町はどうしてもやはり理

解できない。やはり面積の多いところ、そして農家戸数の多いところにそれぞれ割り振る

のが本来の形ではないのかということを強く特別委員会の中で意見が出されたわけでござ

います。 

 

芦刈会長 

 そのようなことで一度持ち帰りたいということでございまして、継続協議とさせていた

だきたいという三重町の意見でございますが。 

 

山中副会長（緒方町長） 

 緒方町の山中ですが、平行した議論が行われておりますけども、お持ち帰りになって再

度ご検討いただくのは結構だと思いますが、他の町村が意見として今申し上げておるのは、

かなり継続協議の中で各町村ともにそれなりの議論をしてきたわけでありますので、他の

町村同一に意見がまとまっておるということをご認識いただいて持ち帰りいただくという

観点からであれば、先ほど朝地町長も申し上げたように、私どもも持ち帰り協議は結構だ

ろうというふうに思いますが、その点をお考えいただきましてご検討ください。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 それは分かっております。他の町村は原案通りというようなことを強く主張しておりま

すし、また各委員の皆様方もそのような考えということは十分伝えて、特別委員会の方で

しっかりと論議をしてまいりたいと思いますので、今回はぜひ継続協議をお願いいたした

いと思います。 

 

芦刈会長 

 そのようなことでございますがいかがでしょうか。よございますか。それでは協議第 49

号につきましては継続協議とさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げま

す。 

 

若松委員（犬飼町議会議長） 

 犬飼町の若松でございますけども先ほど本町からもですね、一応修正ということでお認

めをいただいたというようなことでございますから、そのことについて事務局を通じて確

認をしていただいて、今協議会の場で意見の相違している点は平等割りを採用するのかし

ないのかであり、プラス１が緒方町、三重町、マイナス１が千歳村、清川村になるという

ようなところはビシッと確認をして、継続協議なら継続協議ということにしていただきた

いと思います。ちょっと事務局と相談をしていただいて、その辺を確認して継続協議とし

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

芦刈会長 

 はい、先ほども申し上げましたが、３番の農業委員会委員の選出方法については合併後
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選挙区制を導入すると、ここまでは委員の皆さんから今確認をいただいたところでござい

ます。 

 

若松委員（犬飼町議会議長） 

 原案原案言いよったら、原案が違っていたら大事違うで。 

 

芦刈会長 

 事務局から。 

 

若松委員（犬飼町議会議長） 

 だから原案と一番違うのは、選挙区制を導入するということが大きく違うのですよ。分

かっていますか。 

 

赤嶺事務局長 

 今の修正後に確認された事項についてこの場で確認をしたいと思いますが、３番のとこ

ろでありますが、農業委員会委員の選出方法については合併後選挙区制を導入するという

ことであります。 

 

芦刈会長 

 そこまで確認をいただいて継続協議ということです。 

 

赤嶺事務局長 

 最初は犬飼町からの提案では、ただし最初の選挙に限り選挙区の定数についてはという

ところを入れるかどうかというところは、ただしの後に最初の選挙に限りということを入

れるということでありまして、そのことは。 

 

若松委員（犬飼町議会議長） 

 だから私はそこを一番心配しているのです。だから選挙区制を導入することになれば、

最初の選挙だけではなく、やはり大野郡５町２村の基幹産業は農業であることから農家の

意見、地域の特性・特色を活かした農業委員としての発言をしてもらうという観点から、

各町村に農業委員さんがいなくては困るという観点から、選挙区制を導入するということ

を強く私の方は要望し修正をお願いしたのです。 

 だから修正が認められたということになればただしも何もない。選挙区制を導入すると

いうことを皆さん全会一致でお認めをいただいたのです。 

 それを確認している。どうですか。 

 

赤嶺事務局長 

 そのことはもう確認をされたと思いますので、最初の選挙に限りをただしの後に入れた

場合には意味が少し変わってくるだろうというふうに思います。 
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山村委員（犬飼町長） 

 犬飼町が修正を申し上げました最初の選挙に限りというところを、ただし最初の選挙に

限り選挙区の定数については定数 30 名のうち 14 名を均等割りとし、各町村に２名割り当

て残りの 16 名を農地面積割りにより算出された者の合計とするというように入れたいと

こういうように申し上げたのです。だから、最初の選挙に限りに定数 30 名のうちに 14 名

の均等割りを入れるということで大体は話がついている。最初の選挙に限りを無理に入れ

ようと入れまいとそれは良いのですが。均等割りでなくて選挙区制が施行されるならば犬

飼はそれで良いということです。 

 

赤嶺事務局長 

 最初の選挙に限りをただしの後に挿入した場合、人数の問題に波及しますので、定数 30

名のうち 15 名を均等割りとしというところまでが最初の選挙に限りということに文言と

してとられますので、そのあたりはどうでしょうかということです。 

 

山村委員（犬飼町長） 

 だからですね、まあ三重町さんから均等割りうんぬんということが出ておりますので、

それはこの次で良いと思います。三重町さんが折衷案でそのようなことをお考えになるか

ならんかは別としまして、犬飼町は最初の選挙に限りということは、３年経ちますと農家

戸数も違ってくるだろうし、耕作面積の農地も変わってくるのではなかろうかというよう

なことで地区割りが変わってくるのではなかろうかというようなことを想定しまして、最

初の選挙に限りということを入れていただきたいと言ったわけです。そうだから最初の選

挙に限りをただしの次に入れるのを、この次の協議の時まで待っていただいても結構です。

以上。 

 

芦刈会長 

 はい、まとめて申し上げますが良いですか。１番の新市において大野郡５町２村を区域

とした農業委員会を１つ設置する。２番の農業委員会の公選による委員の定数については

30 名とする。３番の農業委員会委員の選出方法については、合併後選挙区制を導入すると

ここまで確認をいただいたというふうに思っております。それ以降についてはまだ今申し

上げました継続協議としていただきたいということでございますが、よろしゅうございま

すか。はい、よろしくお願いします。 

 それでは続きまして、協議第 60 号広報広聴事業の取扱い（その２）についてを議題とさ

せていただきます。この広報広聴事業の(その２)につきましては、４月 22 日の協議会で三

重町の方から資料を、事務局を通じて出していただきたいとお願いしたいと。そしてこの

具体的な数字に基づきまして検討し、改めて結論を出したいと考えておりますというよう

なことで継続協議とさせていただいておりますが、三重町の方から。はい。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 広報広聴事業の取扱いについてでございますが、先の合併協の中で資料を要求いたしま

した。その資料を、事務局を通じて頂いたわけでございますが、その内容について三重町
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の疑問に答えるものがなかった。このためには追加資料を請求しているところでございま

す。その資料の提出を待って再度検討し結論を出したいと。 

 それまで継続協議をお願いしたいということでございます。その追加資料につきまして

は、先般申し上げました人件費等関係にかかる経費をすべて加えたとき、毎年いくらぐら

いの運営経費がかかるかの中で、もう少し詳細な資料をいただけなければ検討できないわ

けでございます。事務局を通じてまたお願いするわけでございますが、ひとつ資料を出し

ていただきたいと思います。 

 

芦刈会長 

 はい、今、三重町からの協議結果につきまして報告を申し上げましたが、意見等がござ

いますか。大野町さん何かご意見があれば。 

 

佐伯委員（大野町長） 

 大野町ですが、前回ケーブルテレビの関係につきましては、いろいろなご心配とかご意

見がある中でそれぞれの町村からご理解を賜ったというふうに解釈を致しております。三

重町さんのほうがさらに検討したいということでございますので、何とぞご理解のほどよ

ろしくお願い申し上げたいと思っております。 

 

芦刈会長 

 はい、三重町としてはいかがでしょうか。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 各町村に合併協通じましてこの資料がおそらくいっていると思いますが、この資料を見

てそれぞれの皆さん方が本当に理解できたのかなと思っておるところでございます。先ほ

ど言いました運営費の見込みについてでございますが、ちょっと本当に詳しい資料を頂き

たいということでございます。資料については、もう読み上げなくても事務局の方から担

当者に渡しておりますので、どうかひとつ資料の提出をお願いいたします。 

 

芦刈会長 

 はい、資料をお願いして本日の協議会では継続協議とさせていただきたいということで

ございますが、今、三重町から資料の提供をお願いしたいということでございますが、そ

のことについて大野町さんご協力いただけますでしょうか。 

 はい、よろしくご協力をお願いいたします。そういうことでこの協議第 60 号については

継続協議とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 続きまして、協議第 61 号病院・診療所の取扱いについてを議題と致します。はい、この

ことにつきましては前回の協議会で三重町の方から「合併までに調整する」を「合併調印

までに調整をする」という修正のお願いを致しまして資料の提出をお願いしたいというこ

とで、継続協議となっているところでございます。はい、資料のことにつきまして緒方町

長から意見を頂きたいと思います。 
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山中副会長（緒方町長） 

 先の協議会の中でおがた病院の資料を三重町あるいは犬飼町さんの方からご請求をいた

だきましたけれども、病院の利用状況とか郡内の町村別利用状況とか、あるいは脳神経外

科の利用見込みとか、４月の結果がまだ集計が前年度よりも若干変わってきておりますの

で、そういう意味では正確な資料を出したいと思いますので、若干の猶予をいただきたい

と思います。次回ぐらいまでには出せるようになると思います。よろしくご理解いただき

たいと思います。 

 

芦刈会長 

 はい、どうぞ。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 はい、今、町長さんの方から次回には詳しい資料を出すというようなことでございます。

先般の協議会の中で持ち帰って原案になるように努力を致しますということを言いました

けれども、判断する資料がまだ届いていないので、今回もやはり継続というような形でお

願いしたいと思います。 

 

芦刈会長 

 はい、そのようなことで継続協議とさせていただきたいということでございますが、よ

ろしゅうございますか。はい、お願いを致します。協議第 61 号につきましては継続協議と

させていただきます。 

 続きまして、規協議と致しまして協議第 67 号建設事業の取扱い（その３）についてを議

題と致します。前回の協議会で新規提案を申し上げまして事務局の方から詳細な説明を申

し上げておりますので、今回につきましてはポイントのみの説明をお願いします。 

 

事務局（建設部会 隈田原） 

 建設部会を担当しております隈田原といいます。よろしくお願いします。 

 ポイントのみを私の方から申し上げたいと思います。現在、大野郡５町２村の中で土地

開発公社が存在しているのは、つい３月までは４カ所ございました。でも清川村さん、緒

方町さんで、３月議会で自主解散という形になっておりますので、現在では三重町さんと

大野町さんが土地開発公社を持っているという状況でございます。ただし、三重町の土地

開発公社につきましては、３月 24 日の理事会において自主解散と。今の状況で６月議会に

かけるという方向で進んでいるというふうに聞いております。また、大野町さんの方では

２月 20 日に理事会を開きまして、今現在 15 年度で工事はほぼ終了しておりますが、今か

ら販売事業等を行っていくと。事業の進行中であるので、存続の方向という形でお願いし

たいというふうに聞いております。 

 そのような状況の中で合併前になりますれば、大野町さんの土地開発公社だけが残って、

この公社をどうするかという話になろうかと思いますが、現時点では三重町の土地開発公

社、大野町の土地開発公社の２つが存在するという状況にありますので、まず提案と致し

ましては、土地開発公社については、新市においても存続させるものとすると。ただし詳
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細については三重町、大野町の公社理事会の協議結果を尊重し、合併までに調整するとい

う形で提案をしております。ご協議方よろしくお願いいたします。 

 

芦刈会長 

 はい、協議第 67 号につきましては、それぞれの町村で新市まちづくり委員会、あるいは

議会の特別委員会等でご議論をいただいたというふうに思っておりますが、意見等がござ

いましたらお出しをいただきたいと思います。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 事務局の方から先ほど説明がございましたけども、清川村や緒方町も土地開発公社を自

主的に解散しておりますし、三重町もただ今言われましたように３月 24 日の理事会におい

ても自主解散の方向に向け６月の定例会で解散するわけでございまして、関係町村では大

野町の土地開発公社だけになるわけでございます。 

 合併前に三重町と特別委員会と致しましては自主解散ができないものか、それについて

十分な協議をお願いしたいという意見でございまして、今回もやはりこの件については継

続協議をお願いいたしたいということでございます。 

 

芦刈会長 

 はい、三重町からはそういう意見でございますが、その他ご意見等がございましたらお

受けしたいと思いますが。ありませんでしょうか。三重町からは継続協議としていただき

たいということでございますが。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 継続協議をたびたびお願いするわけでありますけども、これにつきましては大野町の土

地開発公社が現在保有している土地の今後の利用も含めて公社保有地の処分計画を明記し

た資料の提出をお願い致したいと思います。それはなぜかと申しますと、塩漬け地となり

まして新市の財政負担を残さないというふうな理念の下に私どもはこういうことを言って

おり、また資料等も確認をしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

芦刈会長 

 それらのことから継続協議とさせていただきたいということでございますが、よろしゅ

うございますか。はい、それでは協議第 67 号につきましては、継続協議とさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして提案協議ですが、協議第 68 号議員の定数及び任期の取扱い（その２）につい

てを議題と致します。協議を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 このことにつきましては、前回の４月 22 日の第 14 回協議会にありまして議会議員の定

数等検討小委員会の委員長さんから経過報告をいただき、今後につきましては、協議会の

場で協議をするということを確認致しております。各町村におかれましては、それぞれこ

の案件につきまして新市まちづくり委員会や議会特別委員会などで協議をされたことと思

います。 
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 それでは、お手元の資料②をご覧いただきたいと思います。１ページ目にこの案件に関

する協議の進め方、ポイントをまとめたものを記載いたしております。また、２ページ目

につきましては、それぞれ協議ポイントごとに各町村の意見をまとめるためのシートを用

意しておりますので、各町村の意見をまとめる際に活用していただきたいと思います。 

 それでは、１ページ目にお戻りをいただきまして、まずこの案件に関する協議の進め方

を確認したいと思います。事務局の方で協議の進め方につきまして説明を申し上げます。

事務局よろしくお願いします。 

 

赤嶺事務局長 

 この協議の進め方について少しご説明したいと思います。協議の進め方でありますが、

基本的には前回の協議会の議員定数等検討小委員会報告を尊重するが、協議会での協議が

決定されたことにより、本項目の議論は白紙の状態で行っていくということの認識をお願

いしたいということであります。 

 ２点目と致しまして、前回の協議会以降、各町村の新市まちづくり委員会並びに議会の

合併問題調査特別委員会等で協議された結果を次に示す協議のポイントに従って報告をし

ていただくということであります。まず四角の中ですが、ポイントとしまして設置選挙と

申しますのは、合併後初めて行われる選挙のことを設置選挙と申します。設置選挙後と申

しますのは、いわゆる特例期間を過ぎた後のことということでございます。あとの新市の

議員定数を何人にするか、いわゆる議員定数というものであります。これは人口５万人未

満の市及び人口２万人以上の町村については 26 人以内ということになっておりますので、

このことについてまずご確認をいただきたい。 

 続きまして設置選挙（最初の選挙）でありますが、この選挙に際しまして特例措置を適

用するかどうかというご確認。特例措置を適用するとした場合に定数特例にするか、在任

特例にするかということであります。そして、設置選挙について選挙区を設置するか。い

わゆる小選挙区といわれるものでありますが、選挙区を設置するかどうかということでの

ご確認をいただきたいと。⑤⑥が焦点になろうというふうに思っております。定数特例を

採用した場合に、選挙区を適用する確認がされた場合の４年間の議員定数を何人にするか。

また旧町村ごとの定数を何人にするか。このところが焦点になろうと考えております。こ

のことは⑥の新市の議員報酬のあり方をどのようにするかということとリンクされるだろ

うと思いますので、⑤⑥はともにご議論をいただきたいというふうに考えておりますので、

そういう進め方でよろしくお願いを致します。以上です。 

 

芦刈会長 

 はい、小委員会におきましては、全会一致の結論に至ることができませんでしたので、

①にありますようにこの協議会におきましては、小委員会の検討結果を踏まえながら最初

から１つずつ押さえていきたいというふうに思っております。なお、協議の過程におきま

しては、小委員会の議論の経過を確認することもあろうかというふうに思っておりますの

で、その際は委員長でございます伊藤議長さんによろしくお願いを申し上げます。このよ

うな進め方でよろしいでしょうか。 
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委員 

 異議なし。 

 

芦刈会長 

 はい、このようなことで進めさせていただきます。ありがとうございました。 

 まず、ポイント①の設置選挙後の選挙、つまり２回目以降の市議会議員選挙の議員定数

を何名にするかということでございます。これにつきましては、地方自治法第 91 条に基づ

きまして人口５万人未満の市は 26 名以内となっておりまして、小委員会では条例定数は

26 名で合意をした経緯もございます。従いまして①につきましては、条例定数 26 名でよ

ろしいかという確認になろうかというふうに考えております。こういう方向でよろしゅう

ございますか。それ以外の選択肢を提案される方がいらっしゃいましたら、挙手の上ご発

言をいただきたいと思います。どうでしょうか。 

 

委員 

 なし。 

 

芦刈会長 

 異議なしということでございますので、①につきましては、26 名ということで決定をさ

せていただいてよろしいでしょうか。賛成の方の挙手をお願い致します。はい、挙手全員

であります。ありがとうございました。 

 続きまして②③④につきましては、新市発足後の最初の選挙（設置選挙）にかかる部分

でございます。 

 ②③につきましては、小委員会では現在の社会情勢及び財政状況並びに合併の効果など

を考慮いたしまして定数特例を採用することで合意に達していました。そこで②につきま

しては、設置選挙は特例措置を適用する。 

 ③につきましては、特例措置が定数特例とするという方向でよろしいでしょうか。それ

以外の選択肢を提案される方がいらっしゃいましたら挙手の上ご発言をいただきたいとい

うふうに思っておりますが、②につきましては、特例措置を適用する。③については、特

例措置は定数特例とするという方向で一括を致しまして、新市発足後の最初の選挙におい

て定数特例を適用するという案に賛成の方の挙手を求めます。はい、挙手全員であります。

ありがとうございました。 

 続きまして④についてでございますが、新市発足後の４年間につきましては、基礎作り

の大切な時期でありますことから、合併関係町村、つまり５町２村からそれぞれ議員を選

出する形が望ましいという小委員会の協議結果を踏まえますと、④につきましては、設置

選挙においては選挙区を設置するという方向でよろしゅうございますか。もし、それ以外

の提案をされる方がありましたら、発言をいただきたいと思いますが。 

 

委員 

 なし。 
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芦刈会長 

 はい、それでは④につきましては、設置選挙につきまして特例期間中については選挙区

を設置する。特例後においては設けないということで賛成の方の挙手をお願いいたします。

はい、挙手全員であります。ありがとうございました。 

 次に、協議のポイントであります⑤⑥でありますが、議論の中では密接に関連があろう

と思っておりますので、これにつきましては各町村の協議の状況を順番にご報告をいただ

きたいと思っております。 

 これまでいつも建制順だったので今回は逆方向で犬飼町さんの方からご報告をいただき

たいと思っております。よろしくお願いします。 

 

山村委員（犬飼町長） 

 犬飼町町長山村でございますが、ただ今お尋ねになりました定数及び議員さんの報酬に

ついての各まちづくり委員会、また議員の特別委員会等の結果についてご報告なりご意見

を申し上げたいと思います。 

 定数につきましては、議員さん及びまちづくり委員さんにつきましては小委員会の大体

の皆さんがおっしゃっておりました人数、大体 36 名というようなことで話が一致しており

ます。それから報酬につきましては、財政事情厳しい中、できるだけ近隣の市の状況に合

わせて安いところで設定をしていただきたいというようになっております。 

 各町村ともそれぞれの方が町村で決めたことでございますので、私の方は今回に限り一

応これで提案を申し上げるということでございます。以上です。 

 

芦刈会長 

 続きまして千歳村さん。 

 

宮成（千歳村まちづくり委員長） 

 千歳のまちづくりでも協議をしたのですが、一応小委員会の 36 名を尊重するということ

と各委員で持ち帰ってもう一度本当にそれで良いのかという提案はしております。報酬に

ついては、犬飼さんと同じように適正で安いほうに合わせていただきたいという方向であ

ります。 

 

芦刈会長 

 大野町さん。 

 

佐伯委員（大野町長） 

 大野町です。同じく定数は 36 名で、議員の報酬のあり方につきましては、類似団体より

もできるだけ安くということでございます。以上でございます。 

 

芦刈会長 

 はい、ありがとうございました。朝地町さん。 
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浅野委員（朝地町議会議長） 

 今、大野町さんからもございましたが、私たちも 36 名の定数でということでございます。

そして、議員報酬につきましては類似団体ということもございましたが、この厳しい時と

いうことを考慮しまして近隣の安いところに合わせるということで、類似団体ではないと

安いほうを選択するということでございます。 

 

芦刈会長 

 はい、緒方町さん。 

 

大塚委員（緒方町新市まちづくり委員長） 

 緒方町でございますが、定数 36 名、報酬は安い方向にということであります。 

 

芦刈会長 

 はい、清川村さん。 

 

森委員（清川村長） 

 清川村であります。今回のこの協議の中で一番先の進め方の中に本項目の議論を白紙の

状態で行っていくということが書いてありますが、私の方はそれを非常に尊重し、話を進

めまして議会特別委員会並びにまちづくり委員会を６日に開催をして方向性を出しており

ます。それを申し上げたいと思っておりますが、町村合併に伴う一定の特例措置を使うこ

とも許されておりますが、この特例措置も最大限の活用をするのではなく、できれば法定

定数に近いところでまとまるのが現状の課題を踏まえた上で理想ではないかという意見で

ありました。 

 そこで清川村としては、この間、議会特別委員会、まちづくり委員会でそうとう議論に

議論を重ねて議員定数についてはできるだけ法定定数に近い 27 名から 29 名が理想と考え

てきました。この定数であれば小さな町村であっても最低複数の人数は確保されるので良

しということにしたところであります。なおまた、議会議員の選出につきましては、新市

全体の議員としての選出をされることが大切であるという意見も頂いたところであります。

しかし、合併問題は互譲と共存共栄の精神であることからこの間、多数の意見である 36

名としてきましたが、再度議論に議論を重ねた結果、法定定数を人口で割り、切り上げに

よる 29 名を提案したいと思っております。ただし、各町村の意見が他の定数で統一できれ

ば、清川村としてもその案に賛成をすることはやぶさかではないという付帯決議がついて

おりますからご報告申し上げます。 

 

芦刈会長 

 はい、報酬については。 

 

森委員（清川村長） 

 報酬については、類似団体という意見もありましたけども安いところから適用してもら

いたいということございます。 
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芦刈会長 

 はい、ありがとうございました。続きまして三重町。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 三重町はこれまで定数を主張してまいりました 27 名ということでございます。以前、基

金の取扱いで関係町村全体の努力の中で、合併時に財政調整基金が 38 億 6600 万円持ち寄

ることができまして、これは良い財政運営ができるかなと思っておりましたけども、先般

合併協議会から出されました財政推計を見ますと、平成 20 年にはこの基金を全部使い果た

して、なおまた 11 億 8300 万円の歳入不足が見込まれております。 

 このような新市の財政難が予想される中で、議員を増やすのではなくできる限り少ない

数で最大の効果を上げるように自らが努力すべきではないかと思っております。また、今

まで各町村が議員定数を法定定数から何割かを減じた定数にしているはずであります。そ

れは各町村とも財政を考えた上での数で設定しているのではないかと思います。合併する

からといってその考え方を変えるのもおかしいのではないかなと思っております。 

 従いまして今の各町村議員定数を設定しているその考え方からすればおかしいのでない

かと考えておりますので、三重町は 27 名となっておりますのでよろしくお願いいたします。

報酬につきましては、少数精鋭ということで新市の議員になった方にはしっかりと議会活

動をして新市が発展するように努力してもらうために類似団体の報酬をお願いいたします。 

 

芦刈会長 

 はい、ただ今、全関係町村の委員さんからご報告をいただきましたが、再度ご意見等が

ありましたらお受けしたいと思いますが。ございませんか。はい、ただ今、清川村さんの

方から新たな提案が出されましたが、このことも含めまして⑤⑥の議員報酬のあり方の２

項につきましては、再度持ち帰りをいただきましてご協議をいただいくということではい

かがでしょうか。はい。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 これは持ち帰って協議をしてこなくてはならないわけでございますが、これまで小委員

会の議会の中で三重町が 27 名ということを主張してまいりました。その点についてやはり

１つの村が理解を示してくれたということは、大変ありがたいと思っております。ぜひ少

数精鋭という形の中で議員定数をひとつ各町村も決定していただきたいということを強く

希望いたします。 

 

芦刈会長 

 それでは、この案件につきましては。はい、どうぞ。 

 

清田委員（大野町議会議長） 

 大野町ですけども、確認事項を別に引き戻すような考えはございませんが、大野町の議

会と致しましては、他の町村は参考にしながら町独自の考え方として、私は逐次皆さんの

意見を集約し協力もお願いをしてきた経緯がございます。小委員会の結果につきましては、



 

21 

先ほど冒頭にございましたように尊重するが白紙の状況でということになっておりますけ

れども、この経過の小委員会の状況をですね、私は住民の皆様に開示をするべきだと思う

んですが。これは、請求があればなおさらのことでありますし、むしろやり取りの状況と

いうものをやはり郡内の住民の皆さんに知っていただくということが大事ではないかと考

えております。それを今後の事務局の対応として、また住民の皆さんからどういう声が出

てくるのかという、それを参考しながら対応していただきたいと、私は思うのですけど。

それは検討してください。その中で大野町の場合は、当初から在任という少数の意見もご

ざいました。しかしながらその都度、説明をして他町村の動きを説明する中で理解をいた

だいて定数特例という方針が出てきて今日に至ったわけでございます。 

 36 名につきましては、いまさら私が申すまでもございません。委員長から前回報告がな

されましたように新しいまちづくりを皆でやるという一体感と連帯感が大事ではないかと

そういうふうに思っております。だから、小さいという表現はまずいのですが、人口の少

ない町村については政治的な判断とまではいいませんが、政治的な配慮が必要ではないか

とそのように思っております。他の状況も前回、朝地の町長の羽田野委員さんから提案が

ございました。参考にそちらの状況も調べさせていただきましたけれども、やはり思いや

りと互譲の精神、あとはそれぞれの町のリーダーシップである。あらゆる場所でこのよう

な状況はどこも繰り返してきたという経緯がございます。しかしながら人口の少ない町村

について配慮していくと。 

 1.5 とか 1.2 とかいう数字が出ます。定数で割った場合には、そのような数字が出ます

と。しかし、単純に定数特例が２倍まで認められるというほど考慮して、小さいところに

２をかけて３にしたというような例の新しいまちづくりを目指しておる地域もございます。

ここのところを私は、大変素晴らしいことだなあと思っております。これは議員でありま

すから各地域のエゴを申すような時代ではないんです。今までも議員としてはどうあるべ

きかとか改正とはとか問われてきたわけでありますけども、今後はなお一層のことが問わ

れてくる。議員の資質と住民の選択の目というのがもっと問われてくると思うんです。 

 協議事項につきましても合併までにどうするとか、調整をするとかいう表現が極めて多

いわけであります。その新しいまちづくりをこの４年間でやっていくのに 10 人で抱えてや

るのが良いのか 15 人で抱えてやるのが良いのか、そこのところの問題と思うんです。そこ

で切磋琢磨するということが大事だとそう思います。それと報酬につきましては、当初大

野町も申し上げましたが、類似団体を参考にするという意見も総会の小委員会の中でござ

いましたけども、私のところは三重町の水準でも良いんではないかと、そういったライン

もはっきり言っております。それから財政難を議員の数で当てはめていくというこれが間

違いと思うのです。だからそういう財政の厳しい状況を議員や住民がどういう方向に持っ

ていくかということが大事であって、住民の皆さんの意見を反映できるような体制を基本

的に作ると。ここまでは、住民の行政サービスの低下にならないようなとかいういい方を

されますけれども、果たしてそれが、ただ財政がこうあるから人数をここに抑えるという

のが正しいのかどうか。私は疑問に考えております。もっと事業や政治も段階で押さえる

ところは押さえるものがありますし、こういうとらえこそが大事ではないかなというふう

に思います。 

 それから長くなって大変申し訳ないのですが、あとはあまり申しませんけども、表面に
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出てるやつだけではですね、住民の皆さん分かりにくい。だからそのたたき台となったも

のを白紙ですよとかそれでも良いのですけども、やはり１つの資料として気持ちの中に収

めてもらうということは、私は大事ではないかなとそういうふうに思います。まだまだ論

議のある継続になる状況にありますので、また述べさせていただきたいと思います。 

 それから一番申し上げたいのは、議員定数というのはわれわれの理論はどうじゃこう

じゃというような考え方は、私は毛頭ありません。たまたま今、議員をしているだけであっ

て、１人の住民として地方の自治をどういうふうに持っていくかと考えたときに、私はこ

の６回の小委員会の中で、死に物狂いでやってきました。皆さんも同じでありますけど、

勝るとも劣らず私はやってきました。先輩に対して大変失礼ないい方もしてきた面もあり

ますけども、何でこのくらいのことがまとまらんのかと。どっちが住民のサイドに立った

発言かなということを私はまだ自問自答したいと思いますし、せっかく皆さんお集まりの

中でありますから、十分そのことを考えてお願いを申し上げたいと思います。ちょっとい

い方が厳しい面もございますけども、地がこういういい方でありますのでご理解をお願い

申し上げます。 

 

芦刈会長 

 はい、ありがとうございました。その他ご意見ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

衛藤（清川村新市まちづくり委員長） 

 清川村の衛藤であります。私どもは極めて長時間の議論を致しております。議会特別委

員会も同様でありますし、まちづくり委員会も長時間議論いたしてます。終わりのところ

を村長から今お話を申し上げたわけであります。 

 三重町の議長さんから共鳴するところが出てきたという発言がございますが、私どもそ

うではないのであります。結果的に近づいたということは、それはそういうことでありま

すけども、やはり私どもは当初から端々あるいは弱いところ、そういうものに配慮が必要

であるということは小委員会でも主張してきたわけであります。しかし、あれだけの議論

をしたけれども両極端でした。１回朝地町さんと大野町さんが打開案として１つの案を出

されました。しかし、それも白紙に戻って、なお延々と２つの案が平行しておるわけであ

ります。ここはひとつ何とか話の解決を目指した糸口をつかまなくては駄目じゃないかと

いうような議論がございました。ここでは、村長が数を申し上げましたけども、最後に数

にこだわるわけではございません。 

 各町村が妥協できるものが出れば、それに従うことはやぶさかでありませんということ

を最後に申し上げました。やはり、人口割りとか大きいところにたくさんという主張があ

る。片や、そうではなくて、端々に日を当てようやとこういうことでございますけれども、

一昨日でしたか元副総理の後藤田正晴氏の小泉改革を批判する論文が新聞に出ておりまし

た。これは何回も私は読みましたけれども、やはり政治というのは弱いところに日を当て

るのが政治だと。小泉改革は弱者を切り捨てであるというふうに解釈されるようなことが

書いてあり、数の原理で推すというのは民主主義の基本かもしれません。しかし、憲法を

読んでみると政治は弱いところに日を当てるというのが政治だと私は考えております。

従って生野議長さんのお言葉を少し返しますが、三重町案に完全に私どもは同調するとい
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うものではございません。 

 何かいっぺん朝地町さんと大野町さんが妥協案に近いものを出したわけでありますから、

これをさらに上乗せはできないかという意味を込めての提案でございますので、その辺を

ひとつご理解いただいて、弱いところに日を当てるという行政の基本はひとつ堅持をしな

がらご議論をいただいて、できれば中津・下毛ももめているようで、どこもそんなに簡単

に片付く案件でないということは承知をしておりますけども、清川村としては思い切って

この際、内部の本当の論議を皆さんにお話をして、これを糸口にして何とか早い時期に解

決に持ち込めればというふうに希望して申し上げたところでございますので、私ども清川

村の意義あるところをひとつよく理解していただいて、29 名と村長が言いましたけどもこ

れにこだわるわけではありません。何とかひとつ解決へ前進をされていただきたい。そう

いう願いを込めておるということを申し上げておきたい。 

 

芦刈会長 

 はい、ありがとうございました。その他ご意見ございませんでしょうか。はい。 

 

高野福会長（千歳村議会議長） 

 千歳村の高野ですが、ただ今、大野町さん、そして清川さんの意見を拝聴していました

が、やはりわれわれ小泉内閣の弱者を切り捨てる、いわゆる平成の首長３役、議員のリス

トラ。まあこれは先でありますが、何はともあれ先般朝地の町長さんも申されましたが、

われわれ小さい村は過疎でありますから、どうしても議員は日ごろ地域のリーダー的な役

割の部分も持っております。地域振興の発展の役割も持っております。行政の実務もあり

ますが、やはり先般から小委員会でも申しましたが、お互い議員の地位のことであるから

こういう会は早目に切り上げようや、３回で終わろう、潔く早めに、そして協議しようで

はないかということでありましたが、燃えに燃えて深夜までかかったこともあります。 

 大野町さん、朝地町さん、非常に譲歩しましたが、この提案も無になり今回を迎えてお

りますが、やはり 36 名は最低の線であり持ち帰ってもこれは、この会議に持ってくるのは

また同じ数で、もしくは私のほうは当初より４、５人欲しいというようなことも申しまし

たが、それは無理としましてもやはり議員の数はより多く欲しいと思っております。また

いまひとつは、よその地域はまとまりかけておりますが、早くまとまっておるところは在

任でまとまっております。 

 ただ私も深夜までに及んだ時に何か代案はないかというので、私の方の少数意見であり

ます在任特例も、これは打ち上げなくてはいけないのではと申しましたが、やはりこれは

議会するところも場所もないからと、とても設備するのには非常に莫大な金がかかるから

ということで再度定数特例で今日に至っておりますが、５町２村がこうして丸いテーブル

につくということ自体が、これは県がここまで運んできたものと思っておりますが、県の

方の責任もあると思っております。ここで申しますが、例えばおがた病院でも県があえて

許可もして、無理やり理念を、共有しているもの同士ならばともかく、５町２村、まして

短い期間に押し付けるようであり、またそういうこともいろいろ考えてくれば、やはりこ

れからねじれも生ずるかも分からないのではなかろうかと思っておりますが、こういう点

についても今日は大野地方振興局長さんがいませんが、次回でも明確な答弁がほしいと
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思っております。以上であります。 

 

芦刈会長 

 はい、その他意見ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

清田委員（大野町議会議長） 

 大野町ですが、今、在任の言葉が出ましたけども、大野町の場合も先ほど申しますよう

に当初から少数の意見の中にこれがあったことは事実でありますし、この６回の経緯を踏

まえて説明をする中で定数特例がここまで来て成立をしない以上、これは一定の結論を出

して新しい選択肢として考えることが大事じゃないかと、必要じゃないかということも確

認をしております。しかし、この流れの中で定数特例でということで先ほど私は手を挙げ

ましたけれども、そういう動きとそれを真剣に考えてきた、何とか数をまとめて早目に協

議項目を消化していこうという意気込みがあっての新しい選択肢ということでとらえて、

気持ちの中でとらえていただけるとありがたいと思っております。会場とか議場とかいろ

んないい方がありますけど、そういうのは枝葉の話でありまして、地方の政治、地方自治

がどういうふうにあるかということが頭にくれば良いんです。私はそう考えております。 

 

芦刈会長 

 はい、その他ご意見ございませんでしょうか。はい。 

 

高野副会長（千歳村議会議長） 

 すいません、もう１点申し遅れましたが、報酬の件ですが、これも報酬はこういう財政

推計を見た限りでは非常に厳しゅうございますので、報酬は千歳の報酬に合わせて、いわ

ゆる報酬というものは政治報酬であります。新市が豊かになればより活動できるお金をも

らえば良いいのであって、その報酬は生活給ではありませんので、一番最低でとそのよう

に申しております。そのことも十分皆さん方にお耳に入れておきたいと思っております。 

 

芦刈会長 

 はい、三重町さん。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 はい、それぞれの委員の皆さん方の言うことも十分理解できるわけでございます。やは

り、新市の議員はその町村の議員でなくして全体を見渡した議員活動をしていかなくては

ならないわけでございまして、弱いところとかまた人数が多ければいい活動ができるとか

いうのは、決してそうではないと思っております。少数精鋭で切磋琢磨して新市が均衡の

とれた、バランスのとれた発展をするように、それぞれが新市の議員となった方々が努力

をしていけば新市の繁栄もあるのではなかろうかと思っております。 

 

芦刈会長 

 はい、その他。はい、どうぞ。 
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浅野委員（朝地町議会議長） 

 朝地町の浅野です。今、三重の議長から出ましたが、これはもう小委員会で７回にわたっ

てやってきたことでございまして、今、私もあえて言う必要はないと思って黙って聞いて

いたのでありますが、今日、皆さん、傍聴の方が見えていますのでこういう会議の場です

ので、オープンにそのことも話しておいた方が良かろうと思って私は手を挙げさせていた

だきました。 

非常に良く分かります。三重町さんのおっしゃっておられることは終始一貫して農業委

員からすべての問題みな一緒なのです。私たちもそれが分からないわけでありません。少

なくとも新しいまちづくりに向けて協力をしようということで、三重町さんの案にわれわ

れ 20 パーセントというそういうひとつの高いハードルも越えて協力もさせていただきま

した。そして先般は、議員定数におきましても大野町さんとわが町で１名ずつという 1つ

の案も出させていただきました。われわれも非常に 1つの厳しい状況ではあるが、合併を

することによって新しいものに向けて協力して頑張ってまちづくりをしていこうというこ

とでやってきております。決して私どもの 36 名というものも 36 人にあえてこだわってど

うこうということではないということは、委員会で申し上げてまいりました。 

 そして、財政が厳しいということについても財政がそんなに厳しいなら委員の報酬を下

げてはどうですかと申してきました。それが今、三重町さんがそれなりの仕事を少数精鋭

でするのだから、類似団体の高い報酬をやれというご意見ですが、何かちょっと違うので

はないかというふうに思います。私たちは、そういうせめぎ合いをするのではなく、お互

いに本当にまちをつくっていく気があるのかどうか、相手がこういうからこうだと意地の

張り合いをしてそういうことで先が見えてくるのかと。この話をずっと聞いておりますと、

全員一致でなくては、これは進まない。６対１ではならないという原則がございます。そ

うすると本来なら当然委員の定数とかいった問題は早くクリアして新市のまちづくりをど

うするのかと、厳しければ厳しいなりにどういうふうなまちづくりの代案を持っていくの

かと、そこら辺を踏み込んで、本来ならば話をしたいところでありますが、なかなかそれ

も許していただけない。 

 われわれ確認を小委員会で致しました。三重町に新市の庁舎も造ることにおいてやぶさ

かでない、これは確認事項だということも会議の場で申しております。われわれ端々から

そのまちに向けてまちづくりをする。これはさっき議長がおっしゃってましたが、人数う

んぬんではなくて新しいまちづくりの委員であるからどっからの代表であるとか関係ない

と趣旨のようなことを言っておられましたが、私は、これはちょっと違うのでないかなと

思います。住民の皆さんは非常に心配をしておられます。それで４年間の特例措置という

のがございます。だから、この４年間の特例措置に限っては、皆さんが心配しておられる

のだから、許す範囲でやったらどうかということをお話しておるわけで、決してわれわれ

６町村で今まで話を進めた中にそういう強引なことも言ったことはないと思います。事務

局さんにそれは確認していただければ良いと思います。１点は三重町さんの考え方がその

理解できないのではないのです。しかし、われわれの意見も聞いていただきたいと。それ

で歩み寄る気持ちがあるのかないのかということをずっとやってまいりましたが、平行線

であります。ひとつ考えをお願いします。 
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芦刈会長 

 はい、相当意見が出たようであります。はい。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 朝地の浅野委員さんから三重町についていろいろと言われておりますけども、私どもと

しては、やはりこの５町２村の合併を成功させたいという気持ちで、また責任あるまちと

してやはりいろんなことを含めてしっかりと詰めていかなければならないという、そうい

う理念の中で大変厳しいことを言っておることも十分理解をいただきたいと思います。な

おまた、昨年の 12 月 10 日に再開に当たりまして申し合わせを致しました。その申し合わ

せ事項に沿って私どもは粛々と議論を進めておりますこともご理解いただきたいと思いま

す。 

 

芦刈会長 

 はい、かなりご意見が出ましたが、その他ありますか。はい、ないようでございますの

で、資料②の下段の⑤⑥につきましては、再度お持ち帰りをいただきましてそれぞれ協議

をいただくということでよろしゅうございますか。はい、それでは⑤⑥については、次回

の協議委員会まで継続協議とさせていただきますので、どうぞよろしくお願いを致します。

以上で提案協議事項の協議第 68 号につきましては終わらせていただきます。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 議員定数について６回の小委員会と今日の法定協の中で提案が白紙提案という形の中で

確認をされてきたのですが、やはり継続ということで次回にははっきりと結論を出すのか、

それを伺っておきたいと思います。それについて町村長連絡会の中ではっきりした線が出

ていなければ結構でございますけども、次回の法定協議会の中で議員定数について結論を

出すのか出さないのか分かっておればお知らせいただきたい。 

 

芦刈会長 

 そこまでは分かっておりません。はい、そういうことで継続協議とさせていただきます。

よろしくお願いします。以上で協議第 68 号につきましては終わらせていただきます。ここ

で３時 35 分まで 10 分間休憩をさせていただきます。 

 

（休憩） 

 

 協議を再開させていただきます。提案でございますが、協議第 69 号新市建設計画（案）

について提案を致しますのでよろしくお願いいたします。 

 

事務局（企画部会 江藤） 

 提案を申し上げます。企画部会担当の江藤でございます。 

 それでは私の方から新市建設計画の案につきましてご説明申し上げたいと思います。ま

ず資料と致しまして、協議第 69 号協定項目第 11 号「新市建設計画（案）」についてという
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表の提案の文書が付いたまちづくりの原案の部分と資料③でございますけども、新市まち

づくり計画策定の経過、そして委員の皆さんのお手元にカラーコピーの概要版を配布して

おりますので、その３種類に基づきましてご説明申し上げたいと思います。なお、かなり

時間が過ぎておりますので、大ざっぱではありますけども時間を短くしてご説明申し上げ

たいと思います。 

 それでは原案の冊子の新市建設計画（案）について協議第 69 号という部分の表紙その裏

表紙をお開きいただきたいと思います。新市のまちづくり計画につきましては、８章だて

で計画を策定しております。まず第１章で序論、第２章で新市の概況、現在の大野郡５町

２村の現状からどうした新市が出来上がるのかといったことでございます。第３章では新

市主要指標の見通しということで合併後 10 年後にどういう見通しになるのかといったこ

と。第４章につきましては基本方針につきまして新市の都市像等につきまして記述をして

おります。第５章につきましては新市まちづくりの主要施策ということで主な施策につき

ましての記述をしておるところでございます。第６章につきましては新市における大分県

事業ということで大分県がこの 10 年間に行う事業につきまして記述をしております。第７

章につきましては公共施設の統合整備ということで、公共施設の統合整備に関する方針に

つきまして記述をしております。第８章につきましては新市の財政計画ということで合併

後 10 年後の財政計画につきましてここで記述をしております。最終の参考資料としまして

この計画に載っております用語説明を末尾につけておるところでございます。 

 時間の都合で内容的には概要版につきましてご説明申し上げますので、概要版の方に目

を通していただきたいと思います。なお、概要版につきまして少し全体的なことをご説明

申し上げたいと思いますけども、カラーコピーにつきまして字が非常に小さくなっており

ますけども、原物につきましてはこの字体よりひとまわり大きな字体となりますのでご了

承いただきたいと思います。本日はわれわれ合併協のプリンタの方で出したということで、

少し字体が小さくなっておりますけども、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、目次を開いていただいて裏表紙に新市まちづくり計画とはということで、この計

画につきましての位置付けを掲載させていただいております。合併後の新市を建設してい

くための基本方針を定め、その実現を図ることにより新市の速やかな一体化を促進し、地

域の均衡への発展と住民福祉の向上を図ることを目的とするということでありまして、な

お新市誕生後に地方自治法第２条の第４項に基づきまして、新市基本構想というものを作

ります。いわゆる総合計画でございますけども、その基本構想部分にこの計画を充てると

いうことでご理解いただきたいと思います。そしてこの計画の構成でございますが、今、

目次でご説明申し上げましたが、具体的には法律上、合併特例法第５条に記載された内容

につきましてここで触れておるということでございます。そして計画期間でございますけ

ども、合併年から向こう 10 カ年、平成 26 年度までということでございます。 

 そして１ページが新市の概況であります。現況から見る新市の概況ということで、まず

は人口と世帯について触れておりますけども、グラフでご覧のように人口はかなり落ち込

んでおりますが、一方、世帯数については微増の傾向にあるということで、核家族化が進

んでおるということが表れております。あと年齢別人口の推移でございますけども、これ

につきましては年少人口、生産年齢人口。いわゆる０歳から 64 歳までの人口がかなり落ち

込んでおりますが、それに比べて 65 歳以上の老年人口というのが年々増えているというこ
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とでございます。そして産業別就業人口の推移でございますけども、これにつきまして第

１次産業がかなり減ってきておりますけども、第３次産業がかなり増えてきておるという

現状でございます。 

 ２ページをお開きいただきたいと思います。人口動態につきまして触れております。ま

ず、社会増減でございますけども、社会増減は転入・転出がほぼ拮抗しておるという現状

であります。従って各町村で行われております住宅政策をはじめとする定住対策が功を奏

してきておるということで、社会増減には歯止めがかかりつつあるということでございま

すけども、一方、自然増減の部分でございますけども、死亡がかなり増えております。出

生が極端に少なくなってきておるということで、この格差が年々開いてきておるというよ

うな状況でございます。こうした現状を見るとやはり少子高齢化対策を抜本的に新市の中

で見直すということが、人口または人口動態によって如実に表れてきておるということで

ございます。 

 あと地目別面積ございますけども 603.36 平方キロメートルでございまして、それは今後

合併におきまして新しい新佐伯市が 903 平方キロメートル、新日田市が 666 平方キロメー

トル、ついで県下で３番目になるというかなり大きな面積になってきますけども、全体の

４分の３が林野に覆われているとことが地目面積から分かります。 

 ３ページでございますけども新市における人口等の見通し。まず人口でございますけど

も平成７年からを載せておりますが、人口推計コーホート要因法に基づきました人口推計

では平成 27 年に３万 6434 人になるということでございますけども、先ほどお話ししまし

た子育て支援策等々を実施する中で、10 年後の目標を 4万人に設定をするということで目

標設定させていただいております。交流人口につきましては、現在、約 230 万人の年間の

交流人口がございますけども、これも今後交流人口の増大。こうした施策を展開する中で

合併後の 10 年後の平成 27 年には 400 万人に目標設定をしたいというようなことでござい

ます。 

 これからがまちづくりの計画の中身に入りますけども、４ページ以降でございますけど

も、新市の都市像でございます。新市の都市像を豊かな自然と文化を未来につなぐやすら

ぎ交流都市ということで都市像を設定したいと思います。少し読み上げますと、新市は大

分県の南西部、九州のほぼ中央に位置し、母なる大野川の流れのもとで緑豊かな自然に恵

まれた典型的な農山村地域です。また数多くの伝説、仏教遺跡、伝統芸能が残されている

歴史文化的資源の多い地域であり、古くから交通の要衝としても栄えてきました。このよ

うな自然的、文化的資源を活かし、暮らしにゆとりと豊かさが実感でき、活力とやすらぎ

の交流拠点として、健康で文化の香るまちづくりを推進していくことを目指します。また、

新市の財産である地域資源を未来につなげ、郷土への思いと誇りを共有し、住民一人ひと

りが参画して新しいまちを創造する、いわゆる協働・共創のまちづくりを目指します。そ

のようなまちづくりの目標を設定し、「新市の都市像を豊かな自然と文化を未来につなぐや

すらぎ交流都市」としますということであります。 

 まちづくりの目標の１番目が人と自然にやさしい安らぎのまちづくりであります。新市

の財産である豊かな自然が持つ公共機能とまちづくり施策の有機的結合を図り、自然の価

値観を再認識、自然景観の保全と創造等、自然と共存するやすらぎのまちづくりを目指し

ます。また、市民の皆さんがゆとりや豊かさを実感し、誇りを持って生活することができ
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るよう、道路、住宅等の生活基盤の整備と福祉、保健等の行政サービスの充実を図り、市

民とのふれあいを大切にする人にやさしいまちづくりを目指しますということであります。 

 ２番目が活力に満ちた健康で文化の香るまちづくりであります。市民の皆さんが郷土へ

の誇りと愛着心を持ちながら、文化的で健やかに生活することができるよう、年代に応じ

た健康づくり運動を進めるとともに地域の歴史や文化を活かした生涯学習社会の形成を図

り、文化の香るまちづくりを目指します。また、産業の活性化、次代を担う若者の定住、

交流人口の増大等につながる施策を積極的に展開し、にぎわいと活力あふれるまちづくり

を目指しますということであります。 

 ３番目、市民が参加する共存共生のまちづくり。市民の皆さんがまちづくりに積極的に

参加していただけるよう、ＮＰＯボランティア団体等の市民グループの設立、育成を支援

するとともにグループとのパートナーシップを構築し、協働・共創のまちづくりを進める

ことを目指しますということであります。 

 そして５ページにはまちづくりの体系図を載せております。７つの基本方針を設定して

おります。 

 ６ページ目以降がその７つの方針に基づいた新市まちづくりの主要施策ということであ

ります。ネットワーク整備の地域づくりにつきましては交通ネットワークの整備、情報ネッ

トワークの整備、公共施設のネットワークの整備でございます。交通ネットワークにつき

ましては道路網の整備、公共交通体系の整備や充実、インターチェンジの周辺の整備等に

つきましてここで記述させていただいておるところでございます。 

 大きな柱の２番目は共生と安心の生活舞台づくりであります。まず１点目が自然環境の

保全、整備と創造ということでありまして、ここでは農地・森林・河川等のこうした自然

が持つ公共的機能とまちづくりを結合させるというようなことを記述しております。あと

循環型社会の形成でありますが、ここでは資源リサイクルシステムの構築、廃棄処理シス

テムの確立、新エネルギー導入への取り組み等を記述しています。また、生活環境の整備

では公営住宅事業の整備・上水道、浄化槽・下水道の整備、新火葬場の整備・広場、公園

の整備を記述しています。 

 ８ページでございますけども、安全・安心な地域づくりということで、ここでは災害に

強いまちづくりという部分を触れております。特に自主防災組織の育成等についても触れ

ておるところであります。大きな３番目の健やかで生きがいとやすらぎのまちづくりであ

りますけども、健康づくりの推進をまず１点目に掲げております。ここにおいては自分で

自らが健康づくりをしてもらうということ。そして心の健康づくりの問題について触れて

おります。 

 福祉・保健・医療の連携と充実でございますけども、ここは現在、福祉・保健・医療の

分野が切っても切り離せない関係になっております。従って連携に努めていくということ。

そしてその役割を担っておる社会福祉協議会との連携といったことも記述をしております。

あと高齢者福祉や介護サービス、そして障害者福祉等についても触れておるところであり

ます。そして同和対策の推進ということであります。まだ同和問題が存在しておるという

ような状況の中で、その解決に向けて努力をするということと、人権拠点としての隣保館

を活用するということを記述しております。 

 10 ページでありますけども働きがいのある生活基盤づくりであります。まず農林水産業
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の振興。その中でも農業につきましては安全・安心な食の提供という食へのこだわりを持

つ農家への支援を行っていきますよということ。そして地域が創り出す農畜産物、地域へ

のこだわりを持つ農業の支援をしていきますよということ。あと生産基盤及び生産体制の

整備・強化。営農指導体制の確立・強化、担い手確保の企業的農家育成等も触れておりま

す。あと林業の振興。水産業の振興についてもここで触れておるところであります。 

 そして 11 ページでありますけども、商業の機能強化と新規成長産業の育成であります。

ここにつきましてはにぎわいのある商業の振興、新規成長産業の育成と振興について触れ

ておるところであります。あと観光基盤の整備につきましては観光資源の整備や発掘。そ

して２番目にはグリーンツーリズムの推進。そして道の駅・里の駅の充実について触れて

おるところであります。雇用の場の確保につきましては地場企業等を育成するという立場

で触れております。 

 ５番目でありますが、12 ページであります。教育の充実と文化の創造による未来づくり

であります。まず１点目が生涯学習の推進と人材育成ということでありまして、生涯学習

推進体制の整備、人材育成システムの確立について触れています。あと人権教育・啓発事

業の推進というようなことで、これにつきまして人権意識の高揚・定着を努めるというこ

と。 

 あと大きな柱３つ目でありますけども、多彩な歴史・文化資源の発掘と創造でございま

すけども、これにつきまして文化・芸術活動の充実・文化財の整備につきまして触れてお

るところでございます。４番目が個性を活かす教育の充実でありますが、まず１点目が幼

児教育環境の整備・充実。２番目に義務教育環境の整備・充実。そして学校給食の充実。

地域との連携ということで４点目に地域開放と学校開放という部分で触れておるところで

ございます。続きまして 14 ページでありますけども、生涯スポーツ・レクリエーションの

振興につきまして触れておるところでございます。そして一番最後、段落で第 63 回平成

20 年の大分国体について対応について触れておるところでございます。 

 大きな６番目の柱の交流と連携による人づくりであります。まず１点目の住民が主体の

まちづくりということでありまして、これは住民の皆さんが参画できるようなシステムを

作っていきますよということ。２点目にＮＰＯボランティア団体の市民グループとの連携

を図りますよということ。あと地域コミュニティの再生や再編を図りますよということ。

４点目に男女共同参画社会の実現について触れておるところであります。あと地域間交流

の促進につきまして、まず１点目が新市内の交流促進、２点目が国内における交流事業の

推進、３点目が国際交流の推進、４点目が友好姉妹都市の交流促進等につきまして触れて

おるところでございます。 

 15 ページの中段、７番目の大きな表題の市民に信頼される行政システム作りということ

で、まず事務事業の見直しをやっていきましょうということ。２番目には効率的な財政運

営に努めましょうということ。 

 そして 16 ページにありますけども、人事管理と職員の資質の向上を目指しましょうとい

うこと。そして時代に適応した組織・機構の構築を図りましょうということについて触れ

ております。 

 最後に公正性及び透明性の確保というので、こうしたガラス張りの行財政運営を目指す

ということについて触れておるところでございます。なお今、説明しました部分について
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ページの一番下でありますけど、非常に字が小さくて見にくいかと思いますが、用語説明

について全体的に記述をしておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 17 ページにつきましては新市の土地利用構造につきまして、まずその土地利用の方針に

つきまして載せております。ゾーニングでの設定につきまして、まず１点目がいきいきゾー

ン、２点目がふれあいゾーン、３点目がやすらぎゾーンということで載せております。こ

のゾーニングのイメージ図を 18 ページに掲載をしております。広域連携軸というのが国道

でありまして地域連携軸は紺の矢印をしている部分が県道等であります。そして中のはし

ご形の道路網というふうに記述がございますけども、この広域連携軸と地域連携軸を結ん

だらはしご形に見えるといったようなこうした連携軸もこれで表しております。 

 あと５番目の新市の財政計画につきましては総務部会の後藤将彰からご説明申し上げた

いというふうに思います。 

 そして資料３の部分でありますが、これは経過報告でありますから読んでいただいて一

番最後のページ、３ページをご覧いただきたいというふうに思います。これにつきまして

策定までの流れにつきまして少しご説明申し上げたいと思います。 

 本日５月 13 日の第 15 回の合併協議会で提案をしたということでございまして、今後、

各町村でお持ち帰りいただきながら町村議会の特別委員会またはまちづくり委員会、そし

て住民座談会等でいわゆる住民の皆さん、議員の皆さん等の意見集約を行っていただきな

がら、その修正について６月 17 日から修正作業に入ろうということを考えておるところで

ございます。そして７月 22 日の第 18 回の合併協議会の中である部分の修正を住民意見の

反映ということで修正をしていただいたものを再度ここで提案を申し上げたいと思います。

そして右の方に矢印が出ておりますけども、ここから県の本庁との本協議に入りますので、

県との打ち合わせの中で若干の修正があると思います。最終的には８月 12 日第 19 回の合

併協議会の中で、この案を承認していただいてその後、これが正式な計画として成立する

ということをご確認いただきたいと思います。そうすることで今日は提案ということで、

ぜひ皆さん方、住民の皆さん方とともにご議論していただければ幸いです。 

 それでは財政の部分について総務部会後藤将彰のほうから提案します。 

 

事務局（総務部会 後藤） 

 皆さん、こんにちは。総務部会担当しております後藤といいます。私の方は財政計画に

ついてご説明をさせていただきますが、説明に使います資料につきましてはダイジェスト

版の 19 ページからと協議第 69 号の 56 ページある厚い方のですね、その中の 46 ページか

らと資料５と書いたＡ３横の３つを使って説明をさせていただきますけども、資料５をま

ずメインに説明していきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

 財政計画の説明に入る前に資料５の１ページ目にございます普通交付税合併算定替の取

扱いについてということを若干説明させていただきたいと思います。この制度につきまし

てはすでに皆さんご存知のことと思いますが、確認の意味を含めて説明させていただきた

いと思います。四角で囲んであります部分が合併特例法の合併算定替の条項であります。

第11条です。この第11条の第２項の途中にゴシック体で下線がついている欄があります。

読みますと合併関係市町村が当該年度の４月１日において、なお当該市町村の合併の前の

区域を持って存続した場合に、算定される額の合算額を下らないように算定した額と
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ちょっと分かりにくい文言なのですが、これはここの当該年度といいますのは合併算定替

の期間、この中にありますように 10 年とその後の５年度それと合併する年度と、その期間

の毎年度の４月１日現在の交付税。その毎年度計算して交付税を算出するというふうなこ

とでありまして、ひし形に書いておりますが、合併算定替は制度の保障であって額の保障

ではないということで、そのなお書きがあります。合併算定替は、合併前の算定額を保障

するのではなくて、それぞれの年度ごとにその年度の交付税の算定式に従って計算した額

ということで確認していただきたいと思いますが、このことをイメージ図として表したも

のがその次の２ページにございます。 

 これまで国や県が合併算定替についてのイメージ図を出しております。10 年間は真横、

11 年度からは階段状に落ちていくというような図を皆さんご覧になったことがあると考

えておりますが、大野郡５町２村を含む多くの自治体がこういった形で交付税が落ちてい

くだろうということでイメージ図として書いております。この図ですが仮にＡ町、Ｂ町、

Ｃ村という 3つの町村にそれぞれ交付税があります。それを合わせたものが一番左にあり

ます。この３つが合併しましてＢ市、これは新市なのですが新市になりますと本来Ｄ市に

見合った交付税が交付されるということでございますけれども、その上の縦の矢印の差が

ですね、財源不足額ということでその現象を防止するために特例法の中で合併算定替とい

うものがございます。それでこの交付税につきましては人口や面積、学校学級数、児童生

徒数、農家数そういうものを単位として毎年度計算をしていくということでございまして、

人口でいえば国勢調査人口を使います。国勢調査人口については、国勢調査が５年に１回

行われまして来年の 17 年の 10 月１日に平成 17 年の国勢調査が行われます。この国勢調査

によって仮に人口が減少すればその翌年度から５年間、次の国勢調査があるまではその人

数でいくということでございまして、５町２村の人口の減少を見てみますと、おおむね５

年に１回の国勢調査ごとに約 2,000 人程度の人口の減がございます。そういったことから

17 年の国勢調査、22 年の国勢調査、その翌年度にちょっと落ちていくというような形にな

ります。そして 11 年目以降から、この図では階段状になっておりませんが 16 年後に向け

まして交付税が減っていくと。そして 16 年後に本来新市がもらうべき交付税が交付される

額に落ち着くと。これを一本算定というふうにいいます。まずこの交付税合併算定替とい

うことをご認識いただければと思います。 

 それでは財政計画の説明に入りたいと思います。３ページをお開きください。この財政

計画ですが、現在、国におきまして国庫補助金、国庫負担金の廃止・縮減と地方交付税の

縮小、さらに地方税の税源移譲の３本柱からなります三位一体の改革が行われていること

は皆さんもテレビや新聞報道等でご承知のことと思います。この三位一体改革は、例えば

地方への税源移譲が進みますと、歳入の地方税及び地方譲与税については確実に増加する

ということが考えられます。今回提案します財政計画等には、この三位一体改革に伴いま

す地方税等の増、国庫支出金の減、さらに今後改正されると考えられます交付税制度の改

正分につきましては、現段階において数値化することが困難なために見込んでおりません。

従いまして現行制度を前提として作成しているということをまず初めにご理解いただきた

いと思います。 

 それでは、３ページをご覧いただいて今回の財政計画につきましては、その財政計画の

元となります財政推計をまず作成して、その後に計画を作成したということでございます
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から、その作成手順に従いまして説明させていただきます。 

 まず財政推計につきましてはその期間を合併年度であります平成 17 年度から先ほど説

明しました交付税が一本算定となる平成 32 年度の 16 年間で作成しました。基本的には各

町村から報告のありました数値を基に３の①から⑤にありますような推計方法によりまし

て算出しておりますが、合併によって生ずる人件費等のスケールメリット、さらに地方交

付税や合併特例債等の財政支援を加えております。 

 また、市に移行しますと福祉事務所を設置することになりますので、設置することによ

り発生する生活保護費等を見込んでおります。こうしたものから算出されたものを財政推

計ということで位置付けております。財政推計から財政計画に持っていくためにはという

ことで真中から下になります。まず財政計画の期間につきましては先ほど江藤の方から説

明がありました新市建設計画の一部分ということでありますから、その年度に合わせまし

て平成 17 年度から 26 年度の 10 年間というような設定をしております。 

 先ほど説明したように財政推計を作成した結果、収支バランスがとれたものとなれば財

政推計が財政計画となるということでございます。収支がマイナスになった場合は、この

以下に例示しておりますような歳入の確保や歳出の抑制を図るということで、そうしたも

のを加味し財政計画にする。そういう流れで財政計画を作っております。 

 ４ページをお開きください。４ページが財政推計の基本的な考え方ということで歳入・

歳出それぞれの項目についての内容をここに書いておりますが、ポイントを説明したいと

思います。まず歳入の地方交付税でありますが、これは内閣府の方が試算した率がありま

す。平成 17 年から平成 20 年度についてです。その率を採用し推計をしております。この

交付税の中に合併することに伴う財政支援として普通交付税が５年間、特別交付税３年間

をこの中に盛り込みました。 

 歳出につきましてですが、人件費の中の職員給の欄ですが新市において毎年度の新規採

用は３人という設定であります。さらにその他という欄がありますが議員報酬につきまし

ては議員定数等が決められておりませんので、ここでは法定数の上限であります 26 人で報

酬は竹田市の額ということで設定をしております。その下の扶助費という欄があります。

この扶助費といいますのは高齢者や児童、心身障害者等の福祉サービスにかかわる経費と

いうことで平成 16 年の当初予算額で一定推移ということを書いておりますが、ここに生活

保護費分を毎年度１億円見込んでおります。平成 14 年度の５町２村の生活保護費の支給額

が約７億 3000 万程度ございますが、新市の持ち出し分ということで毎年度１億円を見込ん

だところであります。それといちばん最後の普通建設事業という欄がありますが、これに

つきましては平成 17 年から平成 26 年の 10 年間につきましては、40 億ということで設定

をしておりまして、そのうち合併特例債分を毎年度 23 億円盛り込んでいます。この 23 億

円といいますのは５町２村で合併特例債事業ができる上限が 230 億円ということになって

おりますので、それを 10 年間で平均に配分したという考え方で推計しております。 

 その結果Ａ３横になりますが、５ページが財政推計ということでございます。それでこ

こで例えば平成 17 年度を見てみますと、一番下のほうで差引額という欄があります。歳入

総額から歳出総額を差引くとマイナス５億1200万と平成18年度はマイナス８億2800万と

平成 19 年度はマイナス 17 億 5600 万というようなマイナスがここで出ております。今回の

財政推計・財政計画の作り方が短年度の収支を見るということでございますから、例えば
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平成 17 年度のマイナス５億 1200 万のマイナスを一番下の 38 億 6600 万の基金（貯金）を

下ろして収支バランスをとったとしても、平成 18 年度のマイナス８億円というのは消えな

いと。そうしてここにマイナスが出ている分を、単純に基金を取り崩して充てていけば、

先ほど三重町の生野委員さんからも発言がありましたが、平成 20 年度の予算は組めないと

いうような状況になってきます。これはこのままの状況で何もしなかったら、そういうふ

うになりますよということで財政推計を作っております。これから先ほど申し上げました

ように歳出の抑制というものを加味して計画に持っていくわけですが、具体的にどういっ

た歳出の削減をしていったかというのを６ページに載せております。歳出の削減項目と致

しましては扶助費、物件費、補助費、普通建設事業費、人件費という大きく５つの項目で

歳出の削減を図っております。 

 まず、最初に扶助費であります。扶助費につきましては合併の初年度であります平成 17

年度に３パーセントの削減、金額に致しまして 5500 万程度という削減になっておりますが、

この３パーセントの減というのは平成 16 年度の当初予算のうち、各町村の単独事業部が

6200 万程度あります。その範囲内の削減ということで３パーセント削減ということであり

ます。 

 続きまして物件費でございますけれど、この物件費といいますのは例えば各町村に庁舎

や役場があります。さらにグラウンド、野球場があります。例えば役場の庁舎でいきます

と光熱費やコピー機のリース料や用紙とかそういった物がこの中に含まれておりますし、

それぞれ委託料もこの中に含んでおります。そういったものが物件費の主なものでござい

ますけれども、この物件費につきましては平成 17 年度から平成 20 年度は毎年度３パーセ

ントの減で、平成 21 年度が５パーセントと、それ以降が３パーセントというふうに書いて

おりますが、先ほどちょっと説明はしなかったのですけど、平成 22 年度以降は前提条件の

中でマイナス２パーセントの減というふうなことで条件設定しておりますから、実質、平

成 21 年度から５パーセントの減というような削減内容でございます。 

 続きまして補助費の中のその他の補助費です。補助費にはその他の補助費ともう１つ一

部事務組合等の負担金がございますから、ここにつきましてはその他の補助費ということ

で、その他の補助費と申しますと農林業関係の団体、福祉関係の団体等の各種の団体に対

する助成金や補助金が主なものとなります。主に各種団体の補助金ですが、平成 17 年度に

10 パーセントの減ということで金額に致しまして１億 7200 万。それから平成 18 年度 19

年度につきましてはそれぞれ５パーセントの減。それ以降は２パーセントの減ということ

で削減をしております。 

 下の段でございますけども、普通建設事業を 40 億円で推計の中で設定しておりましたが、

それを 35 億円と５億円の削減ということでございまして、この 35 億円の中で特例債分に

つきましては 23 億円から変更はしておりません。それと人件費でございます。人件費につ

きましては毎年度 10 人の勧奨退職分を見込んでおります。それから今まで申し上げました

のは歳出の減ですが下の段の右から２列目が歳入の増額分です。推計の中で歳入の地方債

の中に減税補てん債を見込んでおりませんでしたから、平成 16 年度の当初予算額で 7900

万程度計上しておりますから、これを 10 年間一定推移ということで歳入に見込んでおりま

す。そういった歳出の削減、歳入の増額ということを加味いたしまして財政計画の基とな

ります資料と致しまして７ページをお開きください。 
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 この７ページの新市の財政計画ということで下から２行目の差引額が全部０になってい

ます。これが収支バランスをとった形での財政計画ということでございまして、一番下で

すね、基金の残高を見ていただくと、平成 17 年度末が 38 億 4200 万と。10 年後の平成 26

年度末が 23 億 3800 万ということで、平成 16 年度末から見ますと、10 億円ぐらいの減と

いうことでちょっと基金とすれば多いか少ないかというそれぞれの考え方もあると思うの

ですが、どうして 23 億円ぐらいの貯金をここで残すかといいますと、平成 32 年の一本算

定になった時に耐え得る基金を保有するとしたときに、平成 26 年度末にはこれぐらいの基

金が必要であろうということでこういった内容になっております。 

 それを新市建設計画の中で財政計画として示しましたものが、56 ページあります冊子の

中の 48 ページ。協議第 69 号と書いた厚いほうの 48 ページをご覧ください。これが財政計

画になります。これまで説明を申し上げましたのは単位を千円としておりましたけれども、

新市建設計画の中の財政計画は単位が百万円ということで、歳入合計と歳出合計を同額と

いうことで 10 年間の計画をしております。 

 さらにダイジェスト版になりますと 20 ページをお開きください。これが先ほどのものを

棒グラフで示したものでありまして、歳入・歳出それぞれのグラフの下に※印でその他の

収入、その他の支出ということで、その他の収入でいけば地方譲与税や地方交付金等をこ

こに計上しておりますが、それぞれに品目の中で小額のものをまとめてグラフにした方が

見やすいだろうということでございまして、このようなまとめ方に致しました。 

 そして今、ダイジェスト版を開いていただいているのですが、その前の 19 ページをお開

きください。19 ページには現状から見た新市の財政状況ということで、大変財政状況が厳

しい中での財政運営をしていくのですけどもということを書いております。それから基本

的な考え方、計画期間で先ほど言いましたように 10 年間。会計につきましてはここにあり

ます普通会計と書いてあります。普通会計と申しますのは、例えば国民健康保険の会計、

農業集落排水、病院、上水道とそういった会計がここには含んでいないということでござ

います。さらに合併による効果ということで、１番から５番にそれぞれ計上しております

のでご一読いただきたいと思います。以上、大変雑ぱくで早口で申しわけありませんでし

たけれども、財政計画についての説明をさせていただきました。ありがとうございました。 

 

芦刈会長 

 はい、以上で協議第 69 号「新市建設計画（案）」につきましてご説明を申し上げました。

本日、初めての説明提案でありますが何かございますか。はい、初めての提案でございま

すが、もし不明な点がございましたら、事務局の方にご連絡をいただければ大変ありがた

いと思っております。また、この案件につきましては各町村の新市まちづくり委員会、そ

れから議会特別委員会、座談会等を経まして先ほどの事務局から申し上げましたように６

月 17 日までに集約をいただきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願

いを申し上げます。それでは次にその他の項に入る前に、先ほど協議第 49 号他で少し修正

がございましたが、そのことについて事務局の方からよろしくお願いいたします。 

 

赤嶺事務局長 

 それでは協議第 49 号が継続となりましたので整理をさせていただきます。提案を致しま
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した１、２、３については本日確認済みということで、継続する内容につきまして３つの

案が出されたということで、①②③それぞれの主張の分をここで整理をさせてもらってお

りますので、持ち帰り協議の際の参考としていただきたいと思います。以上です。 

 

芦刈会長 

 はい、そういうことでございますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは次にその他に入らせていただきます。今後のスケジュールについて事務局お願

いします。 

 

赤嶺事務局長 

 それでは資料１の３ページであります。次回の合併協議会の日程でありますが、第 16

回の合併協議会は５月 27 日に午後１時 30 分から朝地町公民館で行います。よろしくお願

いを致します。 

 続きまして５ページをご覧ください。協定項目をかけるスケジュールについて記載をし

ております。次回５月 27 日の提案予定であります「新市の名称」、「地域審議会の取扱い」、

「一部事務組合の取扱い」、「町名・字名の取扱い（のおける住居表記の統一）」についてと

いうことで挙げておりますが、この中で地域審議会の取扱いというものが、現在、国会の

方で合併特例法の改正、合併に関する進歩、地方自治法の改正というものが審議されてお

りまして、まだ議決をされておりません。 

 この改正案が通りますと、少し地域審議会についての取扱いの内容が変わってまいりま

すので、国会の会期末が６月 16 日となっております。今のところ国会の方でいつごろされ

るかというのがちょっと予測できておりませんので、この地域審議会の取扱いについては、

その次の６月 24 日の協議会で提案をしたいと考えております。 

 合わせまして町名・字名の取扱いにおける住居表記の統一についてとありますが、これ

は自治区の設定の方法によりまして町名・字名の表記については自動的にその地区の名前

を反するというような今度の改正案のようにありますので、関連をしてくる案件でありま

すから、この２案件につきましては６月 24 日の提案とさせていただきたいと考えておりま

す。 

 続きまして６ページでありますが、これはこれまでの確認事項と今後の確認されていな

いものをまとめたものであります。続きまして７ページをご覧いただきたいというふうに

思います。５月の日程表をお示ししております。特徴的なところで５月 18 日の午後３時か

ら公立医療施設専門検討委員会を行う予定にしております。５月 27 日が第 16 回の協議会

ということであります。そして８ページでありますが、６月の日程でありますが、６月 24

日の午後１時 30 分より第 17 回の協議会を予定しております。９ページにつきましてはご

覧いただきたいというふうに思います。今後のスケジュールについては以上です。 

 

芦刈会長 

 はい、ありがとうございました。その他の項でただ今のスケジュールを含めまして委員

の皆様方から何かご意見がございましたら。はい。 
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赤嶺事務局長 

 資料の 10 ページをご覧いただきたいと思います。第２回の合併関係町村新市まちづくり

委員会の合同研修会を５月 19 日に予定をしております。まず視察で白鹿浄化センターと清

掃センター。研修会ということで午後４時からホテル豊洋におきまして研修会を５時半ま

で。５時半から７時ぐらいまで交流会ということで計画をしておりますのでよろしくお願

いをしたいと思います。現在、約 100 名程度の申し込みが来ております。できるだけ多く

の委員さんのご参加をよろしくお願いを致します。以上です。 

 

芦刈会長 

 はい、ありがとうございました。その他の項で委員の皆様方から何かございますか。よ

ございますか。はい、それではただ今、協議をいただきましたが、本当に慎重に協議をい

ただきましたが、継続協議となりました５項目につきましては、各町村の新市まちづくり

委員会あるいは議会特別委員会を経まして、５月 27 日の第 16 回の朝地町での協議会で協

議をいただきますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。委員の皆様方の協議のご

協力に対しまして、心から感謝とお礼を申し上げまして議長の座を降ろさせていただきま

す。ありがとうございました。 

 

赤嶺事務局長 

 それでは閉会のあいさつを副会長の山中緒方町長よろしくお願いいたします。 

 

山中副会長 

 長時間ご論議いただきましてどうもありがとうございました。それでは第 15 回の大野郡

５町２村の合併協議会をただ今で閉会致します。 

 

赤嶺事務局長 

 ありがとうございました。ここで新市名候補選定小委員会を２階で行いますので、まち

づくり委員長さんはご集合をよろしくお願いします。また１階の畳の部屋で町村長連絡会

を開催致しますので、ご集合をよろしくお願いいたします。 
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